
平
成
十
一
年
政
令
第
四
百
十
七
号

家
畜
保
健
衛
生
所
法
施
行
令

内
閣
は
、
家
畜
保
健
衛
生
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
十
二
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

家
畜
保
健
衛
生
所
法
第
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
家
畜
の
伝
染
病
の
予
防
に
関
す
る
事
務
を
迅
速
か
つ
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
専
用
の
検
査
室
及
び
専
用
の
病
理
解
剖
室
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
光
学
顕
微
鏡
（
細
菌
の
形
態
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
、
遠
心
分
離
機
そ
の
他
家
畜
の
伝
染
病
の
予
防
に
関
す
る
事
務
を
迅
速
か
つ
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
設
備
及

び
器
具
並
び
に
家
畜
の
死
体
そ
の
他
の
汚
物
の
処
理
の
た
め
の
焼
却
施
設
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
家
畜
の
保
健
衛
生
上
必
要
な
試
験
及
び
検
査
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
所
長
は
、
獣
医
師
で
あ
っ
て
、
家
畜
保
健
衛
生
所
の
事
務
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
所
長
の
ほ
か
、
獣
医
師
で
あ
る
常
勤
の
職
員
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
一
日
政
令
第
二
三
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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